
令和 8 年度保育中堅職員研修 保育士等キャリアアップ研修 

 保健衛生・安全対策コース 2（第 3回）開催要項 

１ 目  的 保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養う。 

また、安全対策に関する理解を深め、適切な対策を講じることができる力を養う。

さらに、他者にそれらに関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力

を身に付ける。 

２ 主  催 石川県 

３ 実施機関 (社福)石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 

４ 参加対象 原則、保育所・認定こども園等の、施設長・主任・主幹以外の職員 

５ 定  員 ８５名 各園 1名 ※ 申込期間中でも、定員に達し次第、締め切らせて頂きます。 

６ 開 催 日 １０月２９日（木) １０：００～１６：００ 

７ 開催方法 Ｗｅｂ研修（Zoomを使用したオンライン研修） 

８ 受講に当たって 

・カメラ機能付端末（外付可）をご準備ください。 

  ・申込み頂いたメールアドレスに、研修参加に必要な URL・ID・パスコードをお知らせします。 

 ・原則、所属園で受講してください。 

  ※園での受講が難しい場合は、自宅等での受講も可能です。その場合は申込画面の指定欄に

受講予定場所（例：自宅）と接続が途切れた時等の連絡先電話番号を入力してください。 

  ※福祉総合研修センターで受講することは出来ませんのでご注意ください。 

 ・周囲の雑音などが入らない研修に適した環境で受講してください。また、研修中、受講態度 

に問題があると判断された場合は、退席扱いとなることがありますので、ご注意ください。 

※例：居眠り、おしゃべり、連絡なしの中座、研修とは関係のない作業を行っている 等 

９ 研修内容・日程 

  時 間 内 容 講 師 

9:00～ 9:55 入室  

9:55～10:00 オリエンテーション  

10:00～16:00 

（1時間の昼食

休憩を含む） 

講義・演習 

「保険計画の作成と活用」 

「事故防止及び健康安全管理」 

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発時

の対応のためのガイドライン」 

聖学院大学人文学部 

子ども教育学科 

非常勤講師 

並木 由美江 氏 

 

研修内容 

①保健計画の作成

と活用 

②事故防止及び 

健康安全管理 

③保育所における 

感染症対策ガイド

ライン 

④保育の場において血液 

を介して感染する病気を防止

するためのガイドライン 

⑤教育・保育施設等における 

事故防止及び事故発生時の対応

のためのガイドライン 

該当項目 〇 〇     〇 

※ 保育士等キャリアアップ研修では、同分野１５時間以上の受講で、上記①～⑤の項目を全て     

網羅することが修了の条件の一つですので、必ず上記表をご確認ください。 

 

 



１０ 申込期間 

７月１日（水）～７月７日（火） 

１１ 受講関係通知 

受講承認または不承認の通知を７月１０日(金)頃、申込み時のメールアドレスに送信します。 

※ 承認通知には、受講に際しての留意事項等を記載しますので、必ず受講者にお渡しください。 

※ 送信予定日から 2～3 日経っても通知が届かない場合は、福祉総合研修センターまでお問い

合わせください。 

１２ 受講申込 

石川県社会福祉協議会ホームページから、期間中にお申込みください。 

【ホームページからの申込手順】 

※申込みの際に入力していただいた氏名は、受講後に配付される受講証明書に記載されますので、

お間違のないよう十分ご注意ください。 

 

１３ 研修の修了条件等 

（１） 「保育士等キャリアアップ研修」は施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分３)の対象と

なる研修です。施設類型（「保育所・地域型保育事業所」又は「幼稚園（新制度移行）・認定

こども園」）により加算の要件が異なりますので、詳細については、下記の県ホームページ

をご参照いただくか、石川県少子化対策監室までお問い合わせください。 

【ＵＲＬ】https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/hoikushi/kasan2.html 

【問い合わせ先】石川県少子化対策監室 保育人材グル―プ 076-225-1497 

（２） 研修終了後、アンケートに回答していただき（※回答必須）、「受講証明書」を交付いたしま

す。ただし、遅刻や早退、中座のあった方は、その時間によっては、受講証明書を交付でき

ない場合がありますので、ご了承ください。 

なお、1 分野あたり計 15 時間(5 時間×3 回)の受講かつ 5 項目の内容を全て網羅した場合、

レポート、受講証明書（写）等を添えて、修了証交付申請書を県へ提出することで、修了証

が交付されます。（具体的な手続きについては、別途県から案内されます。） 

 

① 石川県社会福祉協議会ホームページ（URL：https://www.isk-shakyo.or.jp/）の上部メニュー 

  福祉の研修  をクリックします。 

② 「研修新着情報」から受講希望の研修名をクリックすると、「検索結果」が画面の下方に表示    

されます。 

③ 受講希望の研修であることを確認の上、右欄の  申込  をクリックすると、「研修申し込み」  

が表示されます。 

④ 必要事項（※印は必須項目）を入力後、 申込確認画面へ  をクリックし、入力内容を確認の    

上、 申し込む  をクリックして、申し込み完了です。 

園以外で受講する場合は、受講予定場所（例：●●市町会議室）を入力し、接続が途切れた時

の連絡先電話番号を申し込み画面の指定欄に入力してください。 

⑤ 申し込み後、すぐに「受付確認書」がメールで送信されます。 

メールが届かない場合は、メールアドレスが正しく入力されていない可能性がありますので、    

福祉総合研修センターまでご連絡ください。 

なお、「受付確認書」は受講を承認するものではありません。後日、「受講選考結果」が    

メールで送信されます。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/hoikushi/kasan2.html
https://www.isk-shakyo.or.jp/


１４ 受講証明書について 

受講修了後に、オンラインアンケートに回答していただきます（※回答必須）。 

受講者全員から回答が提出され次第、受講証明書を勤務先に郵送いたします。 

１５ 個人情報の取り扱い 

本研修において知り得た個人情報については、本研修の運営に係る目的のみに使用し、 

他の目的には使用いたしません。 

１６ 申込・問合せ（申込に関する問い合わせ、受講環境に関する問い合わせ） 

石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター  担当：森井・向 

〒920-0022 金沢市北安江 3-2-20（金沢勤労者プラザ４階） 

TEL 076-221-1833  FAX 076-221-1834  


